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東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター 
2020 年ZDS-BA 奨学助成金追加募集要項 

 

東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センターでは、例年、研究を目的とする海外渡航のための助成

を実施してきました。しかし、ドイツへの渡航が困難であるという現状に鑑みて、今年は、寄附元

であるドイツ学術交流会（DAAD）の特別のご厚意により、日本国内での研究調査活動に対する奨

学助成の交付が認められることになりました。 

ついては、後期課程学部学生を対象とし、ドイツに関連する卒業論文作成のための研究調査に対

する助成を実施します。これには主として、文献購入費用、国内外の図書館・文書館・資料館等か

らの複写取り寄せ費用、オンラインデータベースなどのサービス利用料、などが該当します。 

今回の募集は、2020 年 9 月から 12 月までの、日本国内で実施される研究計画を対象とします。

但し、DAADの意向により、助成対象は、ドイツに関係のある研究計画に限定されます。応募者の

研究計画がこの条件に該当するかどうかの詳細については、ドイツ・ヨーロッパ研究センターまで

お問い合わせください。 

なお、奨学助成金を受けた場合には研究テーマおよび氏名等がセンターホームページで公表され

ること、統計調査のため、個人データ（名前、性別を含む）がドイツ学術交流会に開示される場合

があることを了承の上、応募書類をご提出ください。 

 

応募締め切り 2020 年 9 月 16 日（水） 12 時（厳守） 
 

2020 年8 月 

東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター長 

川喜田 敦子 

 

1. 応募資格 

東京大学（全学部）に在籍する後期課程学部生（後期課程学部生以外のセンターが特別に認め

たものを含む）。 

 

2. 交付額 

375ユーロ／一ヶ月 

＊日本円で指定口座へ入金になるが、為替レートはドイツ学術交流会の指定レートとなる。 

 

3. 助成期間 

3 ヶ月（最大） 

＊助成期間は申請内容と予算の都合に応じて選考委員会で決定する。 

＊すでに今年助成金を受給しているものは、支給期間合計が 6ヶ月を超えないものとする。 
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4. 応募方法 

1) 所定の申請書をセンターHP（http://desk.c.u-tokyo.ac.jp/j/education_application.html）よりダウン

ロードし、期日までに josei@desk.c.u-tokyo.ac.jpまで電子メールで提出すること。 

2) 支出計画案を添えること。 

 

＊9 月 17 日（木）17 時までに受領の通知がない場合は、事故の可能性があるので、送信日時

を確認のうえ、問い合わせること。電子メールの事故などもあるので、早めに送付すること。

審査結果は9月末までにメールで通知される予定である。 

 

＊記入上の注意 

①  研究概要の項目では、研究の内容・目的・意義などを簡潔にまとめたうえで、現時点で

の日本における準備状況を明記すること。 

②  これまでに履修した、もしくは現在履修しているドイツに関連する科目の一覧を添付す

ること。 

 

5. 選考方法 

提出書類にもとづいてセンター執行委員会で選考をおこなう。なお、選考にあたっては、ドイ

ツ研究修了証Zertifikat für Deutschlandstudien in B.A. (ZDS-BA)の修了要件を考慮して履修を進め

ている学生が優先される。 

 

6. 交付方法 

本人名義の銀行口座に振り込む。 

  

7. 受給条件 

1） 計画書に記された研究・調査・研修などに従事している期間に事件、事故等によって傷害

を受けたり死亡した場合の責任は一切本人にある旨、および必ず成果報告書を提出する旨

の申し立て書を、交付決定後に提出すること。 

2） 国外での研究・調査・研修にあたっては、渡航期間中の事故や疾病に対して保険による補

償が得られることを証明する書類を、交付決定後に提出すること。 

 

8. 報告義務 

1) 成果報告書（提出締め切り：2020 年12 月末日） 

特に様式を定めないが、研究計画に基づいて実施した研究・調査の成果を具体的に 4,000

字程度で記すこと。マイクロソフト・ワードファイル(docx)形式を電子メールに添付し提

出。後日センター活動報告書や NEWSLETTER の一部として公開される可能性があるこ

とを了承すること。 
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2) 支出明細と領収書のコピー 

奨学助成金の支出一覧と領収書（レシート）のコピー。領収書（レシート）はA4 の用紙

に印刷、あるいはA4 の台紙に貼り付けて提出すること。 

 

9. 変更届出 

交付決定後に学習・研究計画に変更が生じた場合には、ただちにセンター事務室に届け出なけ

ればならない。重大な変更の場合には、交付決定を取り消すこともある。 

 

10. 返還義務 

受給者は、助成金の返還義務は負わない。ただし、提出書類の記載に偽りがあった場合、その

他不正な手段によって助成金の交付を受けたことが判明した場合、また、助成金が計画書に記

載されたものとは異なった目的に使用されたことが判明した場合、成果報告書等定められた書

類の提出を怠った場合には、全額を即時返還しなければならない。 

 

11. その他 

提出されたデータおよび書類はいっさい返却しない。 

 

 

 

 

連絡先 

東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター事務室 

総合文化研究科・教養学部（駒場キャンパス）9号館3 階 313号室 

担当：平松 英人（センター助教） 

E-mail: josei@desk.c.u-tokyo.ac.jp 

 

mailto:josei@desk.c.u-tokyo.ac.jp

